
関西宇部(概要情報)

労働委貴会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る]脂党案情報意

概要情報 
事件名 亊i�ﾈ琶YB�

事件番号 �(i┴勾[ﾙ�ﾃ#�D竕W8ﾜB��cS8ﾘb�

再審査申立人 ��9?ｩgｸﾉｩ�ﾘ暮t�����┼:ﾙ�xﾘxｭi�ﾉ&霎i�h5(98迚YB�

再審査申立人 ��

再審査被申立人 乘H�檍��ｭi�ﾈ琶YB�

再審査被申立人 ��

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ#)D纔ﾈ��SY?｢�

命令区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 僖hﾇ�L�:�ﾎﾈ��[x��dﾈ靼ﾎｩ>�<r�

縮識語瑞藷薄鵠経罵諸藩籠請謁合を含む5労組と 
舗鵡競認諾艶麗非議轄毒薬合躍題 

命令主文 冏ｸﾈ�I�(ﾛ��ﾉzx,H/�ｯﾈｷ�+x.��"�

判断の要旨 ��t��x暮,�,ﾉyｨﾗ9n)��,佛x.���,ﾉ&8ﾏ�ｹ�Mｸ,ﾙ┼�yd�x��(ﾘh,丼�9h+x.��*��"���5����

(1)会社が、上記輸送運賃の履行問題に係る団交申し入れに応じなかったこと 
ま認められる。 

藤懸護醸醗藩 が、組合の輸送運賃の履行問題を議題とする本件団交申し入れに応じなかった 
ことには正当な理由がある。 よって、同問題に係る会社の団交拒否は、労組法7条2号の不当労働行為には 

当たらない。 
2　人員補充問題に係る会社の団交拒否は労組法7条2号に該当するか。(争点 
2) 

(1)会社が、上記人員補充問題に係る組合の本件団交申し入れに応じなかった 
ことは認められる。 

続鵠溺轢誤読遠驚喜茄讃議欝盤謙ま曇 
社は、同問題に係る団交申し入れに対し誠実に交渉に応じる義務がある。 
(3)しかしながら、組合の本件団交申し入れ以前の同問題に係る団交等におい 

高潔i喜拝績琵覿擢紫罵謹み合親黙諾窟撞擬説 
で、団交は行き詰まりの状態に達し、実質的に決裂していたといわざるを得ない 
から、会社が、人員補充問題を議題とする本件団交申入れに応じないことには正 
当な理由がある。よって、同問題に係る会社の団交拒否は労組法7条2号の不当 
労働行為に当たらない。 

掲載文献 ��

顛末情報
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

大陸南勢委平成2〇年(不)篤49皆 弍ﾈｷ��平成21年12月8日 

貴意腕隷平轟22毎(行中)篤761号 弍ﾈｷ��平成23年10月31日 

東京高裁平成23毎(行コ)篤376号 弍ﾈｷ��平成24年3月14日 
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大阪府労委平成20年(不)第49号(概要情報)

労働委貴会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。 )

[命令一覧に戻る]　亡韻兼情報]

概要情報 
事件名 ��Xﾞ9Wｹ┴勾[ﾙ�ﾃ#�D竕W2��cC俘b�

事件番号 ��Xﾞ9Wｹ┴勾[ﾙ�ﾃ#�D竕W2��cC俘b�

申立人 負┼:ﾙ�xﾘx迚YB�

被申立人 葺檍���

命令年月日 兌ﾙ�ﾃ#�D��(ﾈ繪?｢�

命令区分 弍ﾈｷ��

重要度 ��

事件概要 ��Hｭ9�Y:�袱ｦ�ｶ99�<�<�+2�
事件である。 
大阪府労委は、本件申立てを棄却した。 

命令主文 冏ｸﾈ��ﾉzx,H/�*(+�.ｨ.�ｯﾈｷ�+x.��"�

掲載文献 ��

顛末情報
事件番号/行訴番号 冖ﾙ}�iZ｢�ｸﾈ粟iZ｢�命令年月日/判決年月日 

白帯毒平成21年(不再)笛53号 弍ﾈｷ��平成22年9月15日 

東京親裁平成22毎(行ウ)笛76丁号 弍ﾈｷ��平成23年10月31日 

東京高裁平成23隼(行コ)箆376く 呈俊 弍ﾈｷ��平成24年3月14日 
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